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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 2月 14日 (2005.2.14)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ 】
　 所 定 の 入 賞 に も と づ い て 景 品 と し て の 景 品 遊 技 媒 体 を 払 い 出 す こ と が 可 能 な 遊 技 機 で あ
っ て 、
　 遊 技 の 進 行 を 制 御 す る 遊 技 制 御 手 段 と 、
　 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し を 行 う 払 出 手 段 と 、
　 前 記 遊 技 制 御 手 段 か ら の 信 号 に も と づ い て 前 記 払 出 手 段 の 制 御 を 行 う 払 出 制 御 手 段 と 、
　 前 記 払 出 手 段 に よ り 払 い 出 さ れ た 景 品 遊 技 媒 体 を 検 出 す る 景 品 遊 技 媒 体 検 出 手 段 と を 備
え 、
　 前 記 遊 技 制 御 手 段 は 、 前 記 所 定 の 入 賞 に も と づ い て 遊 技 者 に 払 い 出 さ れ る 景 品 遊 技 媒 体
の 払 出 数 を 特 定 可 能 な 景 品 数 指 令 信 号 を 前 記 払 出 制 御 手 段 に 送 信 す る 景 品 情 報 送 信 手 段 を
含 み 、
　 前 記 払 出 制 御 手 段 は 、
　 景 品 数 指 令 信 号 に も と づ く 遊 技 媒 体 の 払 出 が 終 了 す る と 、 払 出 の 終 了 を 示 す 払 出 終 了 信
号 を 前 記 遊 技 制 御 手 段 に 送 信 す る 払 出 終 了 信 号 送 信 手 段 と 、
　 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ て い る 記 録 情 報 で 特 定 さ れ る 有 価 価 値 を 使 用 し て 遊 技 者 に 遊 技 媒 体
を 貸 与 す る た め の 制 御 を 行 う 遊 技 用 装 置 と 通 信 可 能 な 通 信 手 段 と 、
　 前 記 通 信 手 段 が 遊 技 用 装 置 か ら 遊 技 媒 体 の 貸 与 を 要 求 す る 要 求 信 号 を 受 信 し た こ と に も
と づ い て 、 遊 技 者 に 貸 与 す る 遊 技 媒 体 を 払 い 出 す 貸 し 遊 技 媒 体 払 出 制 御 手 段 と 、
　 前 記 遊 技 用 装 置 と の 通 信 に 関 わ る 異 常 が 発 生 し た か 否 か を 判 定 す る 異 常 判 定 手 段 と 、
　 該 異 常 判 定 手 段 に よ り 通 信 に 関 わ る 異 常 が 発 生 し た と 判 定 し た と き に そ の 旨 を 示 す 異 常
検 出 信 号 を 前 記 遊 技 制 御 手 段 に 送 信 す る 異 常 通 知 手 段 と を 含 み 、
　 前 記 景 品 遊 技 媒 体 検 出 手 段 か ら の 検 出 信 号 は 、 前 記 遊 技 制 御 手 段 に 入 力 さ れ 、
　 前 記 遊 技 制 御 手 段 は 、
　 前 記 払 出 終 了 信 号 を 受 信 し た か 否 か 確 認 す る 払 出 終 了 信 号 受 信 確 認 手 段 と 、
　 前 記 景 品 遊 技 媒 体 検 出 手 段 か ら の 検 出 信 号 の 入 力 状 態 を 監 視 し て 前 記 景 品 数 指 令 信 号 に
よ っ て 指 定 し た 払 出 数 の 景 品 遊 技 媒 体 が 払 い 出 さ れ た か 否 か を 判 定 す る 払 出 判 定 手 段 と 、
　 前 記 異 常 検 出 信 号 を 受 信 し た と き 、 お よ び 前 記 景 品 数 指 令 信 号 を 送 信 し て か ら 所 定 期 間
内 に 前 記 払 出 終 了 信 号 受 信 確 認 手 段 に よ っ て 前 記 払 出 終 了 信 号 の 受 信 が 確 認 さ れ な か っ た



所 定 の 異 常 時 処 理 を 実 行 す る 異 常 時 処 理 実 行 手 段 と を 含 み
　 前 記 遊 技 制 御 手 段 は 、 前 記 払 出 終 了 信 号 受 信 確 認 手 段 に よ っ て 前 記 払 出 終 了 信 号 の 受 信
が 確 認 さ れ 、 か つ 、 前 記 払 出 判 定 手 段 に よ っ て 前 記 景 品 数 指 令 信 号 に よ り 指 定 し た 払 出 数
の 景 品 遊 技 媒 体 が 払 い 出 さ れ た と 判 定 さ れ た と き に 、 前 記 払 出 制 御 手 段 に お け る 景 品 遊 技
媒 体 の 払 い 出 し 制 御 が 完 了 し た と 判 定 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 ５ 】
　 異 常 時 処 理 実 行 手 段 は 、 所 定 の 異 常 時 処 理 と し て 遊 技 を
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ４ の う ち の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ７ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 本 発 明 に よ る 遊 技 機 は 、 所 定 の 入 賞 に も と づ い て 景 品 と し て の 景 品 遊 技 媒 体 を 払 い 出 す
こ と が 可 能 な 遊 技 機 で あ っ て 、 遊 技 の 進 行 を 制 御 す る 遊 技 制 御 手 段 （ 例 え ば Ｃ Ｐ Ｕ ５ ６ 等
） と 、 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し を 行 う 払 出 手 段 （ 例 え ば 球 払 出 装 置 ９ ７ ） と 、 遊 技 制 御 手 段 か
ら の 信 号 に も と づ い て 払 出 手 段 の 制 御 を 行 う 払 出 制 御 手 段 （ 例 え ば 払 出 制 御 用 Ｃ Ｐ Ｕ ３ ７
１ 等 ） と 、 払 出 手 段 に よ り 払 い 出 さ れ た 景 品 遊 技 媒 体 を 検 出 す る 景 品 遊 技 媒 体 検 出 手 段 （
例 え ば 賞 球 カ ウ ン ト ス イ ッ チ ３ ０ １ Ａ ） と を 備 え 、 遊 技 制 御 手 段 が 、 所 定 の 入 賞 に も と づ
い て 遊 技 者 に 払 い 出 さ れ る 景 品 遊 技 媒 体 の 払 出 数 を 特 定 可 能 な 景 品 数 指 令 信 号 を 払 出 制 御
手 段 に 送 信 す る 景 品 情 報 送 信 手 段 を 含 み 、 払 出 制 御 手 段 が 、 景 品 数 指 令 信 号 に も と づ く 遊
技 媒 体 の 払 出 が 終 了 す る と 、 払 出 の 終 了 を 示 す 払 出 終 了 信 号 （ 例 え ば 賞 球 終 了 指 定 の 払 出
情 報 コ マ ン ド ） を 遊 技 制 御 手 段 に 送 信 す る 払 出 終 了 信 号 送 信 手 段 （ 例 え ば 払 出 制 御 手 段 の
う ち ス テ ッ プ Ｓ ５ ６ ０ ， Ｓ ５ ６ １ を 実 行 す る 部 分 ） と 、 記 録 媒 体 （ 例 え ば プ リ ペ イ ド カ ー
ド ） に 記 録 さ れ て い る 記 録 情 報 で 特 定 さ れ る 有 価 価 値 を 使 用 し て 遊 技 者 に 遊 技 媒 体 を 貸 与
す る た め の 制 御 を 行 う 遊 技 用 装 置 （ 例 え ば カ ー ド ユ ニ ッ ト ５ ０ ） と 通 信 可 能 な 通 信 手 段 （
例 え ば 払 出 制 御 手 段 に お け る Ｐ Ｃ ユ ニ ッ ト 制 御 処 理 や Ｂ Ｒ Ｄ Ｙ 信 号 ， Ｂ Ｒ Ｑ 信 号 ， Ｅ Ｘ Ｓ
信 号 を 送 受 信 す る 部 分 ） と 、 通 信 手 段 が 遊 技 用 装 置 か ら 遊 技 媒 体 の 貸 与 を 要 求 す る 要 求 信
号 を 受 信 し た こ と に も と づ い て 、 遊 技 者 に 貸 与 す る 遊 技 媒 体 を 払 い 出 す 貸 し 遊 技 媒 体 払 出
制 御 手 段 と 、 遊 技 用 装 置 と の 通 信 に 関 わ る 異 常 が 発 生 し た か 否 か を 判 定 す る 異 常 判 定 手 段
（ 例 え ば 払 出 制 御 手 段 に お け る Ｐ Ｃ ユ ニ ッ ト 制 御 処 理 や ス テ ッ プ Ｓ ６ ２ １ を 実 行 す る 部 分
） と 、 異 常 判 定 手 段 に よ り 通 信 に 関 わ る 異 常 が 発 生 し た と 判 定 し た と き に そ の 旨 を 示 す 異
常 検 出 信 号 （ 例 え ば エ ラ ー 指 定 の 払 出 情 報 コ マ ン ド ） を 遊 技 制 御 手 段 に 送 信 す る 異 常 通 知
手 段 （ 例 え ば 払 出 制 御 手 段 に お け る Ｓ ６ ４ １ ， Ｓ ６ ４ ２ を 実 行 す る 部 分 ） と を 含 み 、 景 品
遊 技 媒 体 検 出 手 段 か ら の 検 出 信 号 は 、 遊 技 制 御 手 段 に 入 力 さ れ 、 遊 技 制 御 手 段 が 、 払 出 終
了 信 号 を 受 信 し た か 否 か 確 認 す る 払 出 終 了 信 号 受 信 確 認 手 段 と 、 景 品 遊 技 媒 体 検 出 手 段 か
ら の 検 出 信 号 の 入 力 状 態 を 監 視 し て 景 品 数 指 令 信 号 に よ っ て 指 定 し た 払 出 数 の 景 品 遊 技 媒
体 が 払 い 出 さ れ た か 否 か を 判 定 す る 払 出 判 定 手 段 と 、

所 定 の 異 常 時 処 理 を 実 行 す る 異 常 時 処 理 実 行 手
段 と を 含 み 遊 技 制 御 手 段 が 、 払 出 終 了 信 号 受 信 確 認 手 段 に よ っ て 払 出 終 了 信 号 の 受 信 が
確 認 さ れ 、 か つ 、 払 出 判 定 手 段 に よ っ て 景 品 数 指 令 信 号 に よ り 指 定 し た 払 出 数 の 景 品 遊 技
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と き に 、 、

中 断 さ せ る た め の 処 理 を 行 う

異 常 検 出 信 号 を 受 信 し た と き 、 お よ
び 景 品 数 指 令 信 号 を 送 信 し て か ら 所 定 期 間 内 に 払 出 終 了 信 号 受 信 確 認 手 段 に よ っ て 払 出 終
了 信 号 の 受 信 が 確 認 さ れ な か っ た と き に 、

、



媒 体 が 払 い 出 さ れ た と 判 定 さ れ た と き に 、 払 出 制 御 手 段 に お け る 景 品 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し
制 御 が 完 了 し た と 判 定 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 異 常 時 処 理 実 行 手 段 が 、 所 定 の 異 常 時 処 理 と し て 遊 技 を （
例 え ば 可 変 表 示 装 置 ９ や 普 通 図 柄 表 示 器 １ ０ に お け る 可 変 表 示 を 中 断 す る ） よ う に 構 成 さ
れ て い て も よ い 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ３ ２ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ３ ２ ５ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 以 上 の よ う に 、 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 で は 、 遊 技 制 御 手 段 が 、 所 定 の 入 賞 に も と づ い て 遊
技 者 に 払 い 出 さ れ る 景 品 遊 技 媒 体 の 払 出 数 を 特 定 可 能 な 景 品 数 指 令 信 号 を 払 出 制 御 手 段 に
送 信 す る 景 品 情 報 送 信 手 段 を 含 み 、 払 出 制 御 手 段 が 、 景 品 数 指 令 信 号 に も と づ く 遊 技 媒 体
の 払 出 が 終 了 す る と 、 払 出 の 終 了 を 示 す 払 出 終 了 信 号 を 遊 技 制 御 手 段 に 送 信 す る 払 出 終 了
信 号 送 信 手 段 と 、 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ て い る 記 録 情 報 で 特 定 さ れ る 有 価 価 値 を 使 用 し て 遊
技 者 に 遊 技 媒 体 を 貸 与 す る た め の 制 御 を 行 う 遊 技 用 装 置 と 通 信 可 能 な 通 信 手 段 と 、 通 信 手
段 が 遊 技 用 装 置 か ら 遊 技 媒 体 の 貸 与 を 要 求 す る 要 求 信 号 を 受 信 し た こ と に も と づ い て 、 遊
技 者 に 貸 与 す る 遊 技 媒 体 を 払 い 出 す 貸 し 遊 技 媒 体 払 出 制 御 手 段 と 、 遊 技 用 装 置 と の 通 信 に
関 わ る 異 常 が 発 生 し た か 否 か を 判 定 す る 異 常 判 定 手 段 と 、 異 常 判 定 手 段 に よ り 通 信 に 関 わ
る 異 常 が 発 生 し た と 判 定 し た と き に そ の 旨 を 示 す 異 常 検 出 信 号 を 遊 技 制 御 手 段 に 送 信 す る
異 常 通 知 手 段 と を 含 み 、 景 品 遊 技 媒 体 検 出 手 段 か ら の 検 出 信 号 は 、 遊 技 制 御 手 段 に 入 力 さ
れ 、 遊 技 制 御 手 段 は 、 払 出 終 了 信 号 を 受 信 し た か 否 か 確 認 す る 払 出 終 了 信 号 受 信 確 認 手 段
と 、 景 品 遊 技 媒 体 検 出 手 段 か ら の 検 出 信 号 の 入 力 状 態 を 監 視 し て 景 品 数 指 令 信 号 に よ っ て
指 定 し た 払 出 数 の 景 品 遊 技 媒 体 が 払 い 出 さ れ た か 否 か を 判 定 す る 払 出 判 定 手 段 と 、

所 定 の 異 常 時 処 理
を 実 行 す る 異 常 時 処 理 実 行 手 段 と を 含 み 遊 技 制 御 手 段 は 、 払 出 終 了 信 号 受 信 確 認 手 段 に
よ っ て 払 出 終 了 信 号 の 受 信 が 確 認 さ れ 、 か つ 、 払 出 判 定 手 段 に よ っ て 景 品 数 指 令 信 号 に よ
り 指 定 し た 払 出 数 の 景 品 遊 技 媒 体 が 払 い 出 さ れ た と 判 定 さ れ た と き に 、 払 出 制 御 手 段 に お
け る 景 品 遊 技 媒 体 の 払 い 出 し 制 御 が 完 了 し た と 判 定 す る よ う に 構 成 し た の で 、 遊 技 制 御 手
段 が 遊 技 機 外 部 の 遊 技 用 装 置 と の 通 信 に お い て 異 常 が 生 じ た こ と を 認 識 で き 、 遊 技 用 装 置
と の 通 信 に お い て 異 常 が 生 じ た こ と を 知 ら ず に 遊 技 制 御 が 続 行 さ れ て し ま う こ と を 防 止 で
き る こ と が 可 能 に な る 効 果 が あ る 。 ま た 、 遊 技 制 御 手 段 が 、 払 出 制 御 手 段 に よ る 景 品 と し
て の 遊 技 媒 体 払 出 処 理 の 終 了 を 把 握 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ３ ３ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ３ ３ ４ 】
　 請 求 項 ５ 記 載 の 発 明 で は 、 異 常 時 処 理 実 行 手 段 は 、 所 定 の 異 常 時 処 理 と し て 遊 技 を

よ う に 構 成 さ れ て い る の で 異 常 が 発 生 し て い る に も か か わ ら ず
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中 断 さ せ る た め の 処 理 を 行 う

異 常 検
出 信 号 を 受 信 し た と き 、 お よ び 景 品 数 指 令 信 号 を 送 信 し て か ら 所 定 期 間 内 に 払 出 終 了 信 号
受 信 確 認 手 段 に よ っ て 払 出 終 了 信 号 の 受 信 が 確 認 さ れ な か っ た と き に 、

、

中 断
さ せ る た め の 処 理 を 行 う 、



遊 技 が 続 行 さ れ て し ま う こ と を 防 止 で き る 。
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